
備
考
〇
印
ハ
ソ
ノ
部
専
門
ノ
実
密
ヲ
示
ス

（同

右）

週実 月 九 月 七 I 月 /‘ 

問

冗墨第I 三豆筏I~ 云戸第I ニ第I . . I1. 夏・ -七占第., . -己↓+第- 圭麦第-L-. 云占第4• - 九占第オ----・ ＝ ↓ 第L• • • 
数習

塑木図木毛主塁
炭筆 + 六五++ 四+三 ニー 十九八七

造彫案画画習 週週週 週期 週週 週週週週

- - - 5 5 1 炭 木炭 木炭 木炭 木炭 木

1 1 2 7 休 炭木

゜゚ ゜
塑

2 - - 2 1 6 炭 木炭 木

゜゚
塑

暇1 I - 8 炭木

゜゚ ゜゚ヘ
1 2 6 自 彫木彫木炭木

゜゚―.. 七
； ＿ 

- - - 4 - 7 月 炭木 炭木炭木 炭木

゜1 1 2 7 十 炭木 毛 毛

゜゚2 - - 2 - 7 日 炭 木炭 木

゜゚ ゜1 1 - 9 
至

炭木

゜゚ ゜゚
九

- - - - 3 8 月 毛

゜゚ ゜
毛

-ニ一— 十
3 - - - - 8 日 塑 塑 塑

゜゚ヽ

2 - - - - 9 
_I I 

塑 塑

゜゚ ゜3 - - - - 8 塑 塑 塑

゜゚2 - - - - 9 I 塑 塑

゜゚ ゜- - - - 2 ， I 毛

゜゚ ゜
毛

第
七
條
閲
覧
者
ハ
閲
党
票
ヲ
携
帯
シ
ナ
ケ
レ

バ
閲
覧
室
二
入
ル
コ
ト
ガ
出
来

東
京
美
術
学
校
文
庫
規
則

（
昭
和
二
十
二
年
六
月
二
十
七
日
改
正
）

第
一
條
東
京
美
術
学
校
文
庫
ヲ
本
校
所
有
ノ
図
書
標
本
及
生
徒
成
紺
品
ヲ
収

蔵
ス
ル
所
ト
ス
ル
。

第
二
條
収
蔵
品
ヲ
分
ヶ
テ
左
ノ
五
種
ト
ス
ル
。

第
一
種
通
常
図
書

第
二
種

賓

重

図

書

第
三
種

第
四
種

通
常
標
本

伐
甫
標
木

第
五
種
生
徒
成
組
品

第
三
條
本
校
職
員
、
卒
業
生
、
生
徒
ハ
文
印
所
蔵
品
ヲ
閲
党
ス
ル

コ
ト
ガ
出

来
ル

。

篤
志
ノ
研
究
者
テ
許
可
ヲ
得
タ
モ
ノ
モ
亦
同
様
テ
ア
ル
。

（
文
庫
内
規
ニ
ョ

ル
）
閲
覧
者
ハ
閲
覧
ノ
場
所
及
手
続
二
就
イ
テ
ハ

凡
テ
文
庫
掛
員
ノ
指
示

ニ
従
フ
コ
ト
。

第
四
條
本
校
職
員
ハ
赦
授
参
考
用
ト
シ
テ
十
部
ヲ
限
リ

三
週
間
以
内
図
書
標

本
ヲ
帯
出
ス
ル
コ
ト
ガ
出
来
ル
。
但
ッ
第
二
種
及
第
四
種
ノ
貴
重
品
ハ
閲
覧

及
帯
出
ヲ
許
サ
ヌ
コ
ト
ガ
ア
ル

第
五
條
文
庫
掛
員
ノ
外
ハ
文
庫
内
二
入
リ
所
蔵
品
ヲ
検
索
シ
又
ハ
出
納
ス
ル

コ
ト
ヲ
許
サ
ナ
イ
。

第
六
條
文
即
所
蔵
品
ヲ
閲
究
シ
ョ
ウ
ト
ス
ル
モ
ノ
ハ
豫
メ
閲
覧
票
ノ
交
付
ヲ

受
ケ
ル
コ
ト
。
篤
志
ノ
研
究
者
デ
閲
覧
シ
ョ
ウ
ト
ス
ル
モ
ノ
ハ
豫
メ
其
ノ
旨

ヲ
校
長
二
願
出
ル
コ
ト

⑩ 
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ナ
イ
。
但
シ
学
生
証
ヲ
以
テ
之
二
代
ヘ
ル
コ
ト
ガ
ア
ル

。
閲
覧
者
ガ
宅
外
ニ

出
ル
ト
キ
ハ
一
應
閲
覧
品
ヲ
返
納
ス
ル
コ
ト
。

第
八
條
閲
覧
日
時
ハ
左
ノ
通
リ
。

但
シ
時
宜
ニ
ョ
リ
変
更
ス
ル
コ
ト
ガ
ア
ル
。

聘
肛
写
日
午
前
八
時
ョ
リ
午
後
四
時
迄
（
但
シ
土
曜
日
ハ
正
午
マ
デ
）

酔
氏
芹
畔
一
日
午
前
九
時
ョ
リ
午
後
四
時
迄
（
同
上
）

翡
び
戸
釘
午
前
八
時
ョ
リ
午
後
四
時
迄
（
同
上
）

罰
罪
鰐
吋
午
前
八
時
ョ
リ
正
午
マ
デ

第
九
條
定
期
閉
鎖
日
ハ
左
ノ
通
リ

但
ッ
臨
時
閉
鎖

H
ハ
其
都
度
之
ヲ
掲
示
ス
ル

歳
首
副
翌
旺
歳
末
罰
1
に
翌

ご
嗜

日
耀
日
及
祝
祭
日

本
校
設
置
記
念
日

暖
書
期
、
夏
期
休
業
中

三
十
日
間

第
十
條
各
科
数
室
二
於
テ
赦
科
用
二
供
ス
ル
タ
メ
図
書
標
本
等
ヲ
其
ノ
赦
室

ノ
常
備
ト
ス
ル
必
要
ガ
ア
ル
ト
キ
ハ
数
室
ノ
主
任
又
ハ
招
任
者
証
印
ノ
上
其

ノ
赦
室
ノ
常
備
ト
ス
ル
コ
ト
ガ
出
来
ル
。

但
シ
図
書
椋
本
等
ハ
各
科
共
通
ノ
便
ヲ
図
リ
且
取
締
ヲ
巌
ニ
ス
ル
必
要
ガ
ア

ル
ノ
デ
已
ム
ヲ
得
ヌ
場
合
デ
ナ
ケ
レ
バ
常
備
ト
シ
ナ
イ
コ
ト
。

第
十
一
條
前
條
ニ
ョ
リ
赦
室
ノ
常
備
ト
ス
ル
図
書
椋
本
等
ハ
直
ニ
ソ
ノ
赦
室

ノ
監
守
瘤
二
記
入
シ
、
ソ
ノ
主
任
又
ハ
搬
任
者
ガ
記
印
シ
物
品
會
計
規
則
ニ

依
ル
保
管
ノ
責
任
ヲ
持
ッ
コ
ト
。

霊更〕

第
十
二
條
前
條
ノ
主
任
又
ハ
挽
任
者
ガ
交
迭
ス
ル
ト
キ
ハ
文
庫
掛
員
立
会
ノ

上
監
守
蒋
二
照
シ
更
二
之
ヲ
後
任
者
二
引
継
ギ
ノ
手
続
ヲ
ス
ル
コ
ト
。

第
十
三
條

数

室
常
価
ノ
図
宮
椋
本
等
ハ
毎
年
七
月
五
日
限
リ
文
庫
掛
へ
返
納

ノ
コ
ト
。
但
シ
文
即
デ
必
要
ヲ
認
メ
ヌ
時
ハ
此
ノ
限
リ
デ
ナ
イ
。

第
十
四
條
授
業
上
必
要
ノ
為
メ
本
校
ノ
名
義
デ
他
ョ
リ
借
入
レ
又
ハ
保
管
預

リ
ヲ
ナ
ッ
タ
図
書
標
本
ハ
総
テ
本
校
所
有
ノ
モ
ノ
ト
同
一
ノ
取
扱
ヲ
ス
ル
。

但
シ
他
カ
ラ
借
入
レ
タ
物
品
ハ
一
切
校
外
へ
帯
出
ヲ
許
サ
ナ
イ
。

第
十
五
條
公
私
ノ
園
体
其
ノ
他
ノ
モ
ノ
カ
ラ
図
書
標
本
等
ノ
帯
出
閲
覧
ヲ
請

フ
コ
ト
ガ
ア
ル
ト

キ

ハ
文
印
掛
ハ
其
ノ
期
間
ヲ
明
記
シ
タ
願
奮
ヲ
徴
シ
校
長

ノ
命
ヲ
承
ケ
テ
之
ヲ
処
狸
ス
ル
コ
ト
。

第
十
六
條
数
室
常
仙
及
職
員
閉
出
閲
党
中
ノ
物
品
デ
ア
ッ
テ
モ
本
校
デ
要
用

ア
ル
場
合
ハ
随
時
返
納
サ
セ
ル
。

第
十
七
條
惜
出
閲
覧
中
ノ
モ
ノ
モ
、
旅
行
ス
ル
ト
キ
ハ
期
限
内
デ
ア
ッ
テ
モ

旅
行
前
ニ

―
且
現
品
ヲ
返
納
ス
ル
コ
ト
。

第
十
八
條
凡
テ
閲
覧
及
帯
出
中
ノ
図
書
標
本
等
ハ
一
切
轄
貸
ヲ
許
サ
ナ
イ
。

若
シ
規
則
ヲ
犯
シ
テ
輯
貸
シ
或
ハ
轄
貸
二
依
リ
損
偽
シ
タ
時
ハ
以
後
閲
蛭
ヲ

中
止
シ
十
九
條
二
依
ル
解
依
ヲ
サ
セ
ル
。

第
十
九
條
図
書
標
本
等
ハ
縮
テ
鄭
重
二
取
扱
フ
コ
ト
。
誤
ッ
テ
之
ヲ
亡
失
シ

或
ハ
汚
染
毀
損
シ
タ
時
ハ
同

一
品
若
ク
ハ
相
常
ノ
代
抗
デ
之
ヲ
辮
依
サ
七

ル
。
場
合
ニ
ョ
ッ
テ
ハ
相
歯
ノ
洲
ヲ
ス
ル

。

返
納
期
日
其
ノ
他
規
定
ノ
手
続
ヲ
怠
ッ
タ
時
ハ
以
後
閲
覚
及
借
覧

文
庫
内
規
外
米
閲
覧
者
制
限
ノ
件

一
、
本
校
以
外
ノ
学
小
ノ
閲
究
ハ
原
則
ト
シ
テ
認
メ
ナ
イ
。

―
-、
特
殊
研
究
家
（
作
家
ヲ
含
ム
）
デ
閲
覧
シ
ョ
ウ
ト
ス
ル
者
ハ
文
即
委
員

ヲ
停
止
ス
ル

第
二
十
條
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校

長
現

員

ー

（
一
名
）

一

級

官 一 教

庶

務

係

事

庶

務

に

関

す

る

事
項

會

計

係

務

會

計

に

関

す

る

事
項

厚

生

係

—
職
員
生
徒
の
福
利
I
f
事
項

分掌

""n
 

課 務 純

課

長

現

員

級

別

ー1-―-＂ 
學

科

一•-- ---l l――-----= 

級,_,_,_, 

級 I現,_,_ ,_, 

ニ し」二I—-1竺＿
嘱 l員

旦|二|-|一|竺
屈

九 l0|六□1― 
員 I構

傭

反i_|＿后19
ェI成

0|0|_Q_|g」員

四
九 10

 

,r,
 

1-1-
n
 

二
六

共

通

ノ＼

師建工 彫 箱

範槃 藝 刻 画

I 

科科科 科 科

I 

［ 級

←ニ ニ 七 五
級

゜
五 級

嘱

七 四 九 ノ，‘ 託

計

九 七 ノ＼ 七 ノ．‘ 

備

考

＇ 

会
ノ
認
可
ヲ
受
ケ
ル
コ
ト
。

三
、
外
来
閲
覧
許
可
敷
ハ
半
年
間
二
十
五
名
ヲ
限
度
ト
ス
ル
。

四
、
閲
覧
料
金
ハ
（
半
年
間
通
用
ト
ス
）
五
十
円
。

⑪

本
校
の
機
構

左
記
は
新
規
本
給
決
定
の
資
料
と
し
て
大
蔵
省
に
提
出
す
る
た
め
文
部
省
が

木
校
に
作
成
を
命
じ
た
文
書

（
控
）
で
あ
る
。

（同

右）

官

吏

犀

仙

人

分

1

1

1

考

一
級
三
級

三
級
嘱
託
屈
員
＿傭
人
＿工
員

豫

算

定

員

ニ

ニ

六

言
号
―

-
＿四

0
一七
六

-
0
-―
九
七
一

三

六

0
ニ
ニ
七
外
二
未
怖
還
者
四
名
ア
リ

現

在

人

員

一

＿二
六
＿―
四
言
九
[

-

厖

定
員
と
現
員
調
（
昭
和
廿
二
年
六
月
一
日
現
在
）

機
構
図

東
京
美
術
學
校

計

備
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